
過去３年分の人事院勧告概要（給与）※一例を抜粋

令和５年 令和６年 令和７年

月給
初任給を主に若年層を重点に引上げ
（初任給を高卒：約8％（12,000円）、
大卒：約6％（11,000円）の引き上げ）

若年層に重点を置きつつ、全ての職員を対象に
引上げ
（初任給を高卒：約12.8％（21,400円）、
 大卒：12.1％（23,800円）の引き上げ）

若年層に重点を置きつつ、全ての職員を対象
に引上げ
（初任給を高卒：約6.5％（12,300円）、
大卒：5.5％（12,000円）の引き上げ）

期末勤勉手当 4.5月（＋前年比0.1月分） 4.6月（＋前年比0.1月分） 4.65月（＋前年比0.05月分）

概要 月収で約2.7％の給与改善 月収で約4.4％の給与改善 月収で約5.1％の給与改善

追加資料１



特別職の給料等の比較一覧
※給料月額は減額等は考慮せず記載。
※役職加算率は現行のままで算出して記載。

市長 副市長 教育長 議長 副議長 常任委員長 議員

月額（円） 852,000円 730,000円 698,000円 437,000円 392,000円 377,000円 367,000円

期末手当（月） 4.40月 4.40月 4.40月 3.30月 3.30月 3.30月 3.30月

年額（円） 14,722,560円 12,614,400円 12,061,440円 6,974,520円 6,256,320円 6,016,920円 5,857,320円

月額（円） 852,000円 730,000円 698,000円 437,000円 392,000円 377,000円 367,000円

期末手当（月） 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月

年額（円） 14,978,160円 12,833,400円 12,270,840円 7,682,460円 6,891,360円 6,627,660円 6,451,860円

現行との比較（年額円） 255,600円 219,000円 209,400円 707,940円 635,040円 610,740円 594,540円

現行から年間上昇率 1.02 1.02 1.02 1.10 1.10 1.10 1.10

月額（円） 857,000円 735,000円 703,000円 442,000円 397,000円 382,000円 372,000円

期末手当（月） 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月

年額（円） 15,066,060円 12,921,300円 12,358,740円 7,770,360円 6,979,260円 6,715,560円 6,539,760円

現行との比較（年額円） 343,500円 306,900円 297,300円 795,840円 722,940円 698,640円 682,440円

現行から年間上昇率 1.02 1.02 1.03 1.11 1.12 1.12 1.12

月額（円） 862,000円 740,000円 708,000円 447,000円 402,000円 387,000円 377,000円

期末手当（月） 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月

年額（円） 15,153,960円 13,009,200円 12,446,640円 7,858,260円 7,067,160円 6,803,460円 6,627,660円

現行との比較（年額円） 431,400円 394,800円 385,200円 883,740円 810,840円 786,540円 770,340円

現行から年間上昇率 1.03 1.03 1.03 1.13 1.13 1.13 1.13

月額（円） 867,000円 745,000円 713,000円 452,000円 407,000円 392,000円 382,000円

期末手当（月） 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月

年額（円） 15,241,860円 13,097,100円 12,534,540円 7,946,160円 7,155,060円 6,891,360円 6,715,560円

現行との比較（年額円） 519,300円 482,700円 473,100円 971,640円 898,740円 874,440円 858,240円

現行から年間上昇率 1.04 1.04 1.04 1.14 1.14 1.15 1.15

月額（円） 872,000円 750,000円 718,000円 457,000円 412,000円 397,000円 387,000円

期末手当（月） 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月 4.65月

年額（円） 15,329,760円 13,185,000円 12,622,440円 8,034,060円 7,242,960円 6,979,260円 6,803,460円

現行との比較（年額円） 607,200円 570,600円 561,000円 1,059,540円 986,640円 962,340円 946,140円

現行から年間上昇率 1.04 1.05 1.05 1.15 1.16 1.16 1.16

参考⑤
月額＋20,000円
期末手当4.65月

現行

参考①
月額変更なし
期末手当4.65月

参考②
月額＋5,000円
期末手当4.65月

参考③
月額＋10,000円
期末手当4.65月

参考④
月額＋15,000円
期末手当4.65月
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市議会議員の給料等の比較一覧
※給料月額は減額等は考慮せず記載。
※役職加算率は現行のままで算出して記載。

議長 副議長 常任委員長 議員

月額（円） 437,000円 392,000円 377,000円 367,000円

期末手当（月） 3.30月 3.30月 3.30月 3.30月

年額（円） 6,974,520円 6,256,320円 6,016,920円 5,857,320円

月額（円） 437,000円 392,000円 377,000円 367,000円

期末手当（月） 4.00月 4.00月 4.00月 4.00月

年額（円） 7,341,600円 6,585,600円 6,333,600円 6,165,600円

現行との比較（年額円） 367,080円 329,280円 316,680円 308,280円

現行から年間上昇率 1.05 1.05 1.05 1.05

月額（円） 442,000円 397,000円 382,000円 372,000円

期末手当（月） 4.00月 4.00月 4.00月 4.00月

年額（円） 7,425,600円 6,669,600円 6,417,600円 6,249,600円

現行との比較（年額円） 451,080円 413,280円 400,680円 392,280円

現行から年間上昇率 1.07 1.07 1.07 1.07

月額（円） 447,000円 402,000円 387,000円 377,000円

期末手当（月） 4.00月 4.00月 4.00月 4.00月

年額（円） 7,509,600円 6,753,600円 6,501,600円 6,333,600円

現行との比較（年額円） 535,080円 497,280円 484,680円 476,280円

現行から年間上昇率 1.08 1.08 1.08 1.08

月額（円） 452,000円 407,000円 392,000円 382,000円

期末手当（月） 4.00月 4.00月 4.00月 4.00月

年額（円） 7,593,600円 6,837,600円 6,585,600円 6,417,600円

現行との比較（年額円） 619,080円 581,280円 568,680円 560,280円

現行から年間上昇率 1.09 1.09 1.10 1.10

月額（円） 457,000円 412,000円 397,000円 387,000円

期末手当（月） 4.00月 4.00月 4.00月 4.00月

年額（円） 7,677,600円 6,921,600円 6,669,600円 6,501,600円

現行との比較（年額円） 703,080円 665,280円 652,680円 644,280円

現行から年間上昇率 1.10 1.11 1.11 1.11

現行

参考⑥
市議会議員
月額変更なし
期末手当4.00

参考⑩
市議会議員

月額＋20,000円
期末手当4.00

参考⑨
市議会議員

月額＋15,000円
期末手当4.00

参考⑦
市議会議員
月額＋5,000円
期末手当4.00

参考⑧
市議会議員

月額＋10,000円
期末手当4.00
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〇 追加資料

勤勉手当 年額
3.3カ月 現行額 ¥367,000 ¥5,857,320
3.3カ月 月額0円増 ¥357,000 ¥5,697,720
4.4カ月 月額0円増 ¥357,000 ¥6,168,960
4.4カ月 月額5000円増 ¥362,000 ¥6,255,360
4.4カ月 月額10000円増 ¥367,000 ¥6,341,760

月額増額

議員報酬を前回（令和4年度審議会）改正前の金額に令和4年人事院勧告期末
手当を反映した場合の参考額


